
Hyogo Prefecture

SNS広告等を活用した誹謗中傷等防止啓発キャンペーンの実施
- ⾧期休暇での啓発動画等の発信 -

期 間 学生をはじめ多くの人々のSNS利用時間の増加が見込まれるｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸや
夏休み、冬休みなど⾧期休暇に集中的に実施

媒体 SNS広告 ：X、YouTube、Instagram、Yahoo！
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ：JR三ノ宮駅、神姫バス車内

SNSによる誹謗中傷等が深刻な社会問題となっていることを踏まえ、SNS利用のリテラシー向上に向け
た啓発動画・ポスターを作成し、SNS広告やデジタルサイネージ等で発信します。

＜ポスターイメージ＞

【第１弾】4/26（土）～ 5/6（火）
媒体：X
内容：ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ『STOP SNS誹謗中傷』

のイメージ動画

【第２弾】 ７～８月
【第３弾】 11～12月

媒体：X、YouTube、Instagram、
Yahoo!、デジタルサイネージ

内容：リテラシー向上に向けた啓発動画
※ ポスターは５月上旬頃から県立高校や

県内大学、県・各市町の公共施設等で掲示

＜スケジュール＞ ＜X広告のイメージ＞

<訴求したい内容>
・自覚のない悪意の投稿への気づきを促すこと
・刑事上・民事上の責任を負う可能性があること
・被害を受けたときの相談窓口の案内



Hyogo Prefecture

１ 普及啓発キャンペーン

２ 被害者救済体制の強化
・ネットの誹謗中傷等に関する相談窓口の開設日拡充（現行の週１回（木曜日）開設から、毎月第３日曜日を拡充）

内容場所時間区分

人権侵害に係る相談全般、専門相談機関の紹介等

県人権啓発協会内
（のじぎく会館）

毎週月曜～金曜
９時から17時専門相談員

SNS上の誹謗中傷等に係る情報開示請求方法や
訴訟に関する助言等 ※電話又は対面

毎月第３日曜日
14時から17時

毎週木曜
15時から17時

弁護士
ﾈｯﾄ上の誹謗中傷等に
関する弁護士相談窓口

令和７年度 SNSにおける誹謗中傷等の防止に向けた取組

①デジタルサイネージ

③プロスポーツとの連携

④啓発キャンペーン

駅やバス車内のデジタルサイネージを活用した啓発

XやYouTubeなどのSNS広告やﾎﾟｽﾀｰ等を活用した幅広い層への啓発

著名スポーツ選手による啓発メッセージを収録し、各媒体で発信

ショッピングモール等で啓発グッズの配布等を実施

② SNS広告

＜問い合わせ先＞県民生活部総務課人権推進室 TEL：078-362-3229（内線73019） MAIL：jinken@pref.hyogo.lg.jp

参考



誹謗中傷等誹謗中傷等

専 門 相 談

月 火 水 木 金 土 日

職員相談
９～17時

〇 〇 〇 〇 〇 － －

弁護士相談
15～17時

－ － － 〇 － － ※

令和４年７月に、侮辱罪が厳罰化され、同年11月には発信者情報開示の手続きが簡素化されました。
また、令和７年４月に情報流通プラットフォーム対処法が施行され、大規模プラットフォーム事業者に
対して、削除申出への対応の迅速化や、運用状況の透明化に係る措置が義務づけられます。

メール相談
https://www.hyogo-jinken.or.jp/consult

でお悩みの方へでお悩みの方へ

ネット上のネット上の

電話相談窓口：078-891-7877

無料無料

兵庫県　（公財）兵庫県人権啓発協会

面談も可（要予約）
場所：県立のじぎく会館

※毎月 第3日曜日 14～17時

【電話受付時間】

●プロバイダ等への削除依頼のアドバイス、法的手続のご紹介などを行います。
●解決を確約するものではありません。
●裁判等の法的手続費用は相談者のご負担になります。


